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第
三
回
岐
阜
広
域
合
併
協
議
会
が

七
月
四
日
、
岐
阜
商
工
会
議
所
で
開

催
さ
れ
、次
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
、

協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

岐
南
町
が
合
併
協
議
会
に
加
入
す

る
た
め
の
規
約
が
、
各
市
町（
笠
松

町
・
岐
阜
市
・
羽
島
市
・
柳
津
町
・

北
方
町
・
岐
南
町
）の
議
会
で
議
決

さ
れ
、
六
月
二
十
四
日
か
ら
合
併
協

議
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
り
、
関
係

す
る
規
程
な
ど
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

岐
阜
広
域
合
併
協
議
会
へ
の
岐
南
町

の
加
入
に
つ
い
て

岐
阜
広
域
合
併
協
議
会
を
構
成
す

る
市
町
を
二
市
三
町
か
ら
、
岐
南
町

を
加
え
た
二
市
四
町
で
構
成
す
る
規

約
の
改
正
。

岐
阜
広
域
合
併
協
議
会
幹
事
会
規
程

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

幹
事
会（
各
市
町
の
助
役
な
ど
で

構
成
）・
専
門
部
会
・
専
門
調
査
検

討
班（
各
市
町
の
職
員
で
構
成
）に
岐

報
告
事
項

岐
阜
広
域
合
併
協
議
会
開
催

第
三
回

南
町
が
加
わ
る
規
程
の
改
正
。

新
市
建
設
計
画
の
原
案
策
定
方
針
に

つ
い
て

新
市
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
あ
る

新
市
建
設
計
画
の
原
案
の
策
定
方
針

に
岐
南
町
を
加
え
る
。

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
に
つ
い
て

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト

の
調
査
対
象
者
数
な
ど
の
増
加
。

《
調
査
対
象
》

各
市
町
に
居
住
す
る
十
八
歳
以
上

の
住
民

四
四
、
四
〇
〇
人

議
員
の
特
例
等
に
関
す
る
小
委
員
会

第
一
回
会
議
の
開
催
結
果
に
つ
い
て

・
委
員
長
と
副
委
員
長
を
選
出

新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会
第
一

回
会
議
の
開
催
結
果
に
つ
い
て

内
訳

笠
松
町

一
、
八
〇
〇
人

岐
阜
市

三
二
、
五
〇
〇
人

羽
島
市

五
、
三
〇
〇
人

柳
津
町

一
、
五
〇
〇
人

北
方
町

一
、
五
〇
〇
人

岐
南
町

一
、
八
〇
〇
人

・
委
員
長
と
副
委
員
長
の
選
出
お

よ
び
新
市
建
設
計
画
策
定
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
決
定

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

新
市
名
は
住
民
に
と
っ
て
大
き
な

関
心
事
で
あ
り
、
ま
た
、
合
併
協
議

を
進
め
る
う
え
で
、
で
き
る
限
り
早

く
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

各
市
町
か
ら
の
提
案
を
十
分
に
尊

重
し
な
が
ら
審
議
を
進
め
、
次
回

（
七
月
二
十
八
日
開
催
）で
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。

平
成
十
五
年
度
岐
阜
広
域
合
併
協
議

会
補
正
予
算（
第
一
号
）に
つ
い
て

岐
南
町
が
合
併
協
議
会
に
加
入
し

た
こ
と
に
よ
る
、
各
市
町
の
負
担
金

の
再
計
算
な
ど
。

財
産
お
よ
び
債
務（
※
1
）の
取
り
扱

い
に
つ
い
て

各
市
町
の
財
産
お
よ
び
債
務
は
す

べ
て
岐
阜
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て

・
各
市
町
の
職
員
は
、
す
べ
て
岐
阜

市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

・
職
員
の
任
免
、
給
与
そ
の
他
の
身

分
に
つ
い
て
は
、
公
正
に
取
り
扱

う
も
の
と
し
、
そ
の
細
目
は
二
市

四
町
の
長
が
別
に
協
議
し
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

条
例
・
規
則
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
岐
阜
市
の
条
例
・
規
則
等
を
適
用

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
種

事
務
事
業
等
の
調
整
方
針
と
関
係
す

る
条
例
・
規
則
等
に
つ
い
て
は
、
そ

の
調
整
を
踏
ま
え
て
規
定
の
整
理
を

行
う
も
の
と
す
る
。

公
共
的
団
体
等
（
※
2
）
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て

合
併
後
の
市
の
一
体
性
が
速
や
か

に
確
立
さ
れ
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の

実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
統
合
整
備
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

1.

共
通
し
て
い
る
団
体
は
、
合

併
時（
も
し
く
は
合
併
後
速

や
か
に
）統
合
す
る
よ
う
調

整
に
努
め
る
。

2.
統
合
に
時
間
を
要
す
る
団
体

は
、
将
来
統
合
す
る
よ
う
調

整
に
努
め
る
。

3.

独
自
の
団
体
は
、
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。

※
1
財
産
お
よ
び
債
務
…
市
や
町
が
所
有

す
る
道
路
・
河
川
な
ど
の
財
産
、
基
金

（
預
金
）、
地
方
債（
借
金
）、
物
品
な
ど

※
2
公
共
的
団
体
等
…
農
協
、
漁
協
、
生

協
、
商
工
会
等
の
産
業
経
済
団
体
、
老

人
ホ
ー
ム
、
育
児
院
、
赤
十
字
社
等
の

厚
生
社
会
事
業
団
体
、
青
年
団
、
婦
人

会
、
教
育
会
等
の
文
化
事
業
団
体
な
ど
、

公
共
的
な
活
動
を
営
む
団
体

小
委
員
会
報
告
事
項

協
議
事
項


